
　いつまでも、元気で長生きしたい・・・ 
　でも、自分や家族に介護が必要になったら・・・ 
　高齢社会を迎えた現在、介護問題は切実なものとし
て誰にでも起こり得る事です。そんな不安や負担を社会
全体で支えあうのが介護保険です。　 
　介護保険は加齢や障害などにより介護を要する状態
になっても、本人の選択により、できる限り自立した日常
生活を送ることができるように、必要な介護サービスを総
合的に提供する仕組みです。そして、自己責任の原則
と国民の共同連帯の理念に基づき、社会全体で介護を

支えています。　 
　市内に住民票がある方で、40歳以上の方全員が、介
護保険の加入者（被保険者）です。年齢によって加入
の仕方は2種類に分かれ、介護サービスを利用できる条
件も異なります。 
　65歳以上の方（第1号被保険者）は介護が必要と認
定された方であれば、介護サービスを利用できます。 
　40歳から64歳の方（第2号被保険者）は、老化が原因
とされる病気（表1参照）により介護が必要であると認定
された方のみ介護サービスを利用できます。 

　65歳になられた方（第1号被保険者）には甲賀市から
介護保険被保険者証が交付されます。介護保険被保
険者証は、要介護・要支援認定申請や介護サービスを
利用する時に必要となりますので大切に保管してください。 

　40歳から64歳の方（第2号被保険者）については要
介護・要支援認定の申請をして認定結果が出た場合の
み介護保険被保険者証を交付しています。 
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5 保険料の滞納などで給付に制限
がある場合に記載されます。 

6 介護サービス計画の作成を依頼
している居宅介護支援事業者名
等が記載されます。 

7 施設サービスを利用する場合に
介護保険施設等の名称や入退所
年月日を記載します。 
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一般の老人医療受給対象者（B、Cのいずれにも該当しない者） A

B

C

市民税非課税の世帯に 
属する老人医療受給対象者 
（Cに該当する者を除く） 

（B1)過去1年の入院期間が90日 

（B2)過去1年の入院期間が90日 500円／日 

650円／日 

780円／日 

Bのうち、所得が一定基準に満たない老人医療受給対象者 300円／日 

入院時食事療養費の標準負担額 

表1

介護福祉課 165＿0699　FAX63＿4085【問い合わせ】 

以下（長期非該当者） 

超（長期該当者） 

1

1

住所、氏名、生年月日などに誤りが
ないかを確認しましょう。 

要介護・要支援認定を受けられた方
については②～⑦に記載があります。
認定を受けられた方は、ご確認をお
願いいたします。 

介護保険被保険者証  

認定された要介護状態区分（要
支援・要介護1～5） 

4 1ヶ月に利用できる上限額が記載
されます。 

3 甲賀市が認定した年月日および
認定の有効期間が記載されてい
ます。 

2

4

3

認定の 
有効期間は 
必ずご確認 
ください！ 

2
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一般の老人医療受給対象者（B、Cのいずれにも該当しない者） A

B

C

市民税非課税の世帯に 
属する老人医療受給対象者 
（Cに該当する者を除く） 

（B1)過去1年の入院期間が90日 

（B2)過去1年の入院期間が90日 500円／日 

650円／日 

780円／日 

Bのうち、所得が一定基準に満たない老人医療受給対象者 300円／日 

入院時食事療養費の標準負担額 

表1

介護福祉課 165＿0699　FAX63＿4085【問い合わせ】 

以下（長期非該当者） 

超（長期該当者） 

1

1

住所、氏名、生年月日などに誤りが
ないかを確認しましょう。 

要介護・要支援認定を受けられた方
については②～⑦に記載があります。
認定を受けられた方は、ご確認をお
願いいたします。 

介護保険被保険者証  

認定された要介護状態区分（要
支援・要介護1～5） 

4 1ヶ月に利用できる上限額が記載
されます。 

3 甲賀市が認定した年月日および
認定の有効期間が記載されてい
ます。 

2

4

3

認定の 
有効期間は 
必ずご確認 
ください！ 

2
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